
○国際的なビジネス・生活環境の形成を図るための支援を強化するとともに、官民で組織された

国際的なビジネス・生活環境の形成支援及び官民共同のシティセールス活動の推進
概算
要求

税制要望

下記
参照

新規 外国語対応
医療施設・教育施
設等 整備や運

○国際的なビジネス 生活環境の形成を図るための支援を強化するとともに、官民で組織された
協議会が作成する整備計画に位置付けられた国際会議用設備の整備等のソフト・ハード両面
の取組及びシティセールスに係る取組を支援する。＜概算要求額：8.0億円【新規】＞

○都市の国際競争力を強化するため、我が国の経済の中心を担う拠点地区において、エネル
ギ の面的利用により 平常時の環境性能と災害時の ネルギ の自立性等防災機能をあわ

設等の整備や運
営を行う者に対す
る課税の特例
（特別償却等）

○骨太方針 第2章4．（1）
○日本再興戦略第Ⅱ．

一．５．①、④

ギーの面的利用により、平常時の環境性能と災害時のエネルギーの自立性等防災機能をあわ
せて向上する業務継続街区（BCD：Business Continuity District）の整備推進を支援する。
＜概算要求額：5.5億円【拡充】＞

○事業イメ ジ 海外でのプレゼンテ シ ン実施

国際会議の誘致を促進するため、会議施設
に同時通訳施設を設置

国際会議用設備の整備

国際社会への発信

国際会議のための施設の整備への支援

国際会議のための施設の整備

○事業イメージ
海外プレゼン資料作成、出展等を実施

海外でのプレゼンテーション実施

地域の生活に必要な情報を収集・構成し、ウェ
ブサイト等により外国語で発信を実施

地域の外国語情報発信の実施

国際社会 の発信

外国人向け医療施設の整備への支援

外国人向け医療施設等の整備

路上等での外国語情報板等の設置

特定都市再生緊急整備地域

海外からの来訪者に対して地域の
魅力を発信する国内ショールーム
を設置

国内ショールームの設置
路上等の公共空間や施設内に外国語
情報板・案内板を設置

：ビジネス・生活環境の形成支援 ：シティセールス

Ⅱ- 3 - 1



港を核とした国際コンテナ物流網の強化(国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速)

コンテナ船の更なる大型化や基幹航路の再編等、海運・港湾を取り巻く情勢が変化す

概算要求 税制要望

536億円 －

コンテナ船の更なる大型化や基幹航路の再編等、海運 港湾を取り巻く情勢が変化す
る中、我が国の産業競争力の強化、ひいては国民の雇用と所得の維持・創出を図るた
め、「集貨」、「創貨」、「港の競争力強化」の３本柱の施策を総動員し、ハード・ソフト一
体の国際コンテナ戦略港湾政策を深化・加速することにより、我が国に寄港する国際
基幹航路の維持 拡大を図る

○骨太方針
第３章３.(２).①

○日本再興戦略
第Ⅱ 一 5 ③

国際コンテナ戦略港湾への
「集貨」

国際コンテナ戦略港湾の
「競争力強化」

国際コンテナ戦略港湾等背後
への産業集積による「創貨」

基幹航路の維持・拡大を図る。 第Ⅱ. .5.③

集貨」 競 強 」

○港湾運営会社に対する補助制度の ○国際コンテナ戦略港湾等背後に ○コンテナ船の大型化、取扱貨物量の○港湾運営会社に対する補助制度の

創設

○国際コンテナ戦略港湾における

積替機能の強化

○国際コンテナ戦略港湾等背後に

港湾物流の高度化を促進する地

域を指定し、特例措置創設

○国際コンテナ戦略港湾等背後に ○国際コンテナ戦略港湾の利便性の向上

増大等への対応

○国際コンテナ戦略港湾のコスト削減

積替機能の強化
○国際 ンテナ戦略港湾等背後

立地する老朽化した物流施設の

再編・高度化支援

国際 ナ戦略港湾 利便性

○港湾運営会社に対する国の出資など
出資構成の見直し
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資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた効率的な海上輸送網の形成

資源 エネルギ 等の安定的かつ安価な輸入の実現に資する大型船に対
○骨太方針

概算要求 税制要望

43億円 －

資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に資する大型船に対
応した港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等により、国全体とし
て安定的かつ効率的な海上輸送網の形成を図る。

第2章1.(1).⑥、5.(5)
○日本再興戦略

第Ⅱ.一.5.③、⑦

【具体的な施策内容】

●資源・エネルギー等の安定的かつ効率的な海上輸送網の拠点となる大型船に対応した国際物流ターミナル
の整備の整備

●企業間連携の促進を図る埠頭運営者が行う施設整備に対する支援（当該事業者が行う荷さばき施設等の
整備に対する補助、当該事業者が国の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る税制特例措置）

●企業間連携による大型船を活用した共同輸送の促進に資する取り組みへの支援●企業間連携による大型船を活用した共同輸送の促進に資する取り組み の支援

企業間連携による大型船を活用した効率的な海上輸送網の形成（イメージ）

これまで これからこれまで

（部分最適）

れ ら

（全体最適）

穀物

鉄鉱石

石炭 海外積出港

中型船による輸送
（個々の企業による輸送）

海外積出港

大型船による大量輸送
（複数企業によるばら積み貨物の相積み等）

A港 B港 C港
二次輸送
（内航船）

複数港寄り
（大型船）A港

B港

C港
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首都圏空港等の機能強化や首都圏空港を含めたオープンスカイの戦略的な推進

○首都圏空港機能を強化するため、今年度末の羽田空港の国際線３万回増枠、来年度中の成田空港の３０万回化を着実に実施し、両空港の容量を７５万回に拡
大する また 首都圏空港における更なる機能強化に向けて具体的な方策の検討を進める

○骨太方針 第２章６（３）、 第３章３．（２）①、③
○日本再興戦略 第Ⅱ 一 ５ ②、③、二 ４ ②

概算要求 税制要望

空港整備事業
992.1億円の内数

下記参照

羽田空港（うち国際線） 成田空港 首都圏空港全体

H22.10月まで
走路供 前

30.3万回 22万回 52.3万回

大する。また、首都圏空港における更なる機能強化に向けて具体的な方策の検討を進める。
○関空・伊丹両空港の事業価値の向上を図り、可能な限り速やかに（早ければ平成２６年度にも）両空港のコンセッション（完全民営運営化）の実現を目指す。
○中部空港の国際競争力強化のため、航空機関連部品輸送等の新たなニーズへの対応等に取り組み、低コストで利便性の高い空港サービスの提供を実現する。

オープンスカイの戦略的な推進

引き続き、日本との往来が見込まれる国・地域に対して、首都圏空港を含めたオープンスカイを戦

略的に推進する

○日本再興戦略 第Ⅱ． ．５．②、③、二．４．②
○観光立国実現に向けたアクション・プログラム

２．（４）

（羽田Ｄ滑走路供用前）
30.3万回 22万回 52.3万回

H25.3.30まで 39万回 （ 6万回 ） 25万回 64万回

現在
（H25.3.31以降）

41万回 （ 6万回 ） 27万回 68万回

最終形

以降、首都圏空港を含めたオープンスカイを実施

略的に推進する。 オープンスカイ合意国（平成25年８⽉時点）
ASEAN加盟国

最終形
羽田：H25年度末
成田：H26年度中

44.7万回 （ 9万回 ） 30万回 74.7万回

＊１．いずれも年間当たりの回数。
＊２．回数のカウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、１離着陸で２回。
＊３．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の運航に使われる枠数も含まれる。

首都圏空港の機能強化に係る主要整備事業 24ヶ国・地域と合意、⽇本発着総旅客数における割合92％
関西国際空港

空港の運営空港の設置・管理

空港運営権の売却

新関空会社 ｺﾝｾｯｼｮﾝ事業者

可能な限り速やかに（早ければ平成26年度にも）

コンセッション（公共施設等運営権の設定）を実現

フェデックス社による関空の北太平洋地区ハブ化

ピーチ・アビエーション

国内線：７路線、２１便/日
国際線：３路線、４２便/週

LCCによる成長ネットワークの獲得
ジェットスター・ジャパン

国内線：４路線、７便/日
※平成25年8月末現在

関西国際空港

事
業
価
値

【長距離国際線の輸送能力増強】
○深夜早朝時間帯に就航する長距離国際線機材
の大型化を実現
・Ｃ滑走路延伸事業

【空港機能の拡充】
○国際・国内の乗継ぎ経路の拡充等により利便

Ｃ滑走路
（3,000m）

Ｃ滑走路延伸
（360m）

エプロン整備 滑走路等耐震対策

羽田空港
Ｄ滑走路

（2,500m）
【拠点空港機能の強化】

○夜間駐機場の拡充により拠点空港機能を強化
・エプロンの整備

■海上輸送 ■空港内における輸送･保管･積込
Sea&Airによる航空機関連部品（ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ787部材）輸送の取組み

コンセッション・フィー

関空債務
の返済

民間の経営
能力活用

○ 平成24年５月、フェデックスは、関空に北太平洋地区

の地域ハブを設置することで関空会社と合意。

○ 延床面積25,000㎡の専用施設を整備中。（平成26年
夏スケジュールから運用予定）

中部国際空港

値
の
向
上

○国際 国内の乗継ぎ経路の拡充等 より利便
性を向上
・際内トンネルの整備
・空港アクセス道路改良Ｂ滑走路

（2,500m）

エプロン整備
空港アクセス道路改良

際内トンネル整備

Ａ滑走路
（3,000m）

【防災・減災対策の推進】
○地震発生率が高いとされる首都直下地震等に
対し、震災後も極力早期の段階で通常時の
50％に相当する輸送能力を確保
・Ｃ滑走路等の耐震対策

成田空港 三菱重工、川崎重工、富士重工

各工場から船で部材を海上輸送

中部国際
空港

■海上輸送 ■空港内における輸送 保管 積込

ﾄﾞﾘｰﾑﾘﾌﾀｰ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ｾﾝﾀｰ

駐機場

Ｂ滑走路 2,500m

第2旅客ターミナルビル

空港南部貨物地区

タ ナ ビ

ＬＣＣ専用ターミナルの整備
【30万回化対応】

駐機場の増設
【30万回化対応】

特殊ﾛｰﾀﾞｰで専用輸送
機(ﾄﾞﾘｰﾑﾘﾌﾀｰ)に搭載。

港湾地区
大型車専用道路

ﾄﾞﾘｰﾑﾘﾌﾀｰ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ｾﾝﾀｰ

税制：関西国際空港及び大阪国際空港の公共施設等運営権の設定に係る諸税の特例措置（所得税、法人税、登録免許税
等）【新設・拡充】
新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社に係る資本割の課税標準
の特例措置（事業税）【延長】

税制：

成田国際空港株式会社が事業の用に供する固定資産に係る特例措置（固定資産税・都市計画税） 【延長】

Ａ滑走路 4,000m

第1旅客ターミナルビル

貨物取扱施設区域 航空機整備施設区域

ターミナルビルの
増設・機能強化

WAM※の導入
【30万回化対応】

※管制機能向上に必要な監視装置
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ＬＣＣの参入促進やビジネスジェットの利用環境の整備

ＬＣＣは今後も旺盛な就航が見込まれることから、ＬＣＣのビジネスモデルであるローコスト運 ○骨太方針第3章3（2）①
○日本再興戦略第Ⅱ 二 4 ②

用に対応できるターミナル施設を成田、関西、中部国際空港において整備又は検討を進めて
いる。また、ビジネスジェットの利用環境の改善も引き続き実施していく。

成田国際空港におけるＬＣＣ専用ターミナルの整備
○ 平成24年夏より就航したエアアジア・ジャパン、

ジ トスタ ジャパンの受入体制として当面 国

中部国際空港におけるＬＣＣの拠点化にも
対応できる新ターミナル等の整備
○ 今後増加が見込まれるLCCのニ ズ等に応え

関西国際空港における新たなＬＣＣ専用ターミナル
整備

○ 平成24年3月に就航した本邦初のＬＣＣである

○日本再興戦略第Ⅱ、二、4、②
○観光立国実現に向けたアクション・プログラム２．
（４）

ジェットスタージャパンの受入体制として当面、国
内線は第２ターミナルに暫定的な受入施設を増
築し、国際線は第２ターミナルの既存施設を活用
している。

○ 今後もLCCの旺盛な就航が見込まれることを
踏まえ 平成26年度中にLCC専用タ ミナルを整

○ 今後増加が見込まれるLCCのニーズ等に応え
るため、中部国際空港を拠点とする航空会社の
国内・国際一体運用に対応可能な新たなターミナ
ル等を建設することとしている。

（※）エアアジア・ジャパン㈱の動向等も踏まえ、今後要調整。

○ 平成24年3月に就航した本邦初のＬＣＣである
ピーチ・アビエーションの拠点化に資するため、
同年10月にＬＣＣ専用ターミナル（Ｔ２）の供用を
開始した。

○ 今後、ＬＣＣの就航拡大に伴い、新たなＬＣＣ専
踏まえ、平成26年度中にLCC専用ターミナルを整
備することとしている。

用ターミナル（Ｔ３）を整備することとしている。

B 滑走路

第2ターミナル

LCC専用ターミナルの整備
平成26年度完成予定 Ｔ３

予定
Ｔ２
ＬＣＣ
専用

新たなLCC専用
ターミナル（T3）の整備

LCC専用ターミナル（T2）
平成24年10月供用開始済

駐機場の増設・改修

第 タ ミナル

第1ターミナル

暫定国内線施設

（北側） （南側）
国内線ターミナル

予定専用

Ｔ１

駐車場整備

新ターミナルの建設

○平成２６年９月末に向けた国際線旅客ターミナルビルの拡張にあわせ、
同ターミナルビル内へのビジネスジェット旅客用の専用動線の整備に向け、

Ａ滑走路

【羽田空港】ビジネスジェット専用動線の確保【成田空港】ＢＪ専用ターミナルとＢＪ用駐機スポット間のアクセス改善策

東京国際空港ターミナル（株）及びＣＩＱ関係省庁と調整中。

BJ専用動線整備予定位置トンネル

トンネルトンネル

拡張工事中

○ ＢＪ専用ターミナル～ＢＪ用駐機スポットまでの新ルート（赤）整備に
よって、アクセスルートが２本となり効率的な運用が可能（移動時間短縮）

（平成２６年度中）
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都心直結線の整備に向けた検討の推進 概算要求 税制要望

拡充 ３．０億円 －

都心と首都圏空港とのアクセスを改善し、東京都心の立地競争力を強化することにより、グロー
バル企業の誘致を促進し、我が国経済の活性化を図るため、都心と首都圏空港とを直結し、短
時間かつ乗換なしでの移動を可能とする「都心直結線」について、整備に向けた検討を進める。
（大深度地下を利用し 鉄道事業として初となるPFI手法の活用を想定）

○日本再興戦略：
第Ⅱ.一.5.③､二.テーマ4.②

○観光立国実現に向けたア
クション プログラム：３

京成本線（成田スカイアクセス 成田空港～
日暮里 東京 平均５５分）

整備の概要

京成スカイライナ

（大深度地下を利用し、鉄道事業として初となるPFI手法の活用を想定） クション・プログラム：３.

○首都圏空港の強化と 都心アクセスの改善

日本再興戦略 （平成25年6月14日閣議決定）

成田空港駅日暮里駅

新東京 押上駅

総武線（成田エクスプレス
成田空港～東京 平均５３分）

日暮里～東京 平均５５分）
成田新高速鉄道

京成本線

京成スカイライナー

成田エクスプレス（総武線）

○首都圏空港 強化 都 アク 改善
…都心と 両空港（羽田､成田）とのアクセス改善に向けて、既設の鉄道の
活用や都心部における大深度地下の利用などによる都心直結線の整備
に向けた検討を進める。

今後の経済運営に関する基本的考え方（H25.1 経団連）

品川駅

泉岳寺駅
浜松町駅

新東京駅 押上駅

東京地下鉄東西線

総武本線

京成本線

新幹線（東北 上越 長野） 押

Ⅱ..財政政策・税制政策の具体例
３.東京都心の鉄道アクセス機能強化や都市競争力を強化するため ､都心

と 郊外や都心と国際空港（羽田・成田）とを直結する新たな路線の整備
など、景気浮揚効果の高いナショナル・プロジェクトを策定・実行する。

今後の経済運営に関する基本的考え方（H25.1 経団連）

羽田空港駅

品川駅

東京モノレール
（羽田空港～浜松町～東京 平均２７分）

京急空港線
（羽田空港～品川～東京 平均３６分）

京急本線
東京モノレール

京急空港線

新東京駅
（丸の内側）

新幹線（東北・上越・長野） 押上駅

＜首都圏空港と都心＞
アクセス改善

27分
ＪＲ

浜松町
モノレール

（短時間で直結）都 （羽田空港～品川～東京 平均３６分）

【都心直結線の整備概要】
押上駅付近～新東京駅
～泉岳寺駅付近（約11ｋｍ）

【需要の見通し】

京急空港線

新幹線
（東海道） 都営浅草線

東京スカイツリー
（押上）

27分

36分

浜松町

京急 品 川

東京駅

成田エクスプレス

ＪＲ

羽田空港 新東京駅

18分に

羽田空港

（短時間で直結）

（短時間で直結）

現
行

都
心
直
結
線

約８，０００万人／年
（うち、空港アクセス旅客

約１，０００万人／年）

品川駅

リニア（品川）

泉岳寺駅

55分

53分

京成スカイライナー ＪＲ
日暮里

東京駅成田空港 新東京駅

36分に

成田空港

（短時間で直結）行 線
整
備
後

首都圏空港とのアクセス
改善により、都心へのグ
ローバル企業誘致を促進

↓
日本経済の活性化を牽引【整備による便益・効果の見通し】

１兆円程度
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整備新幹線・リニア中央新幹線整備
概算要求 税制要望

下記参照 下記参照

○我が国の基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線について、着実に整備を進めている。

○リニア中央新幹線については、平成23年5月に建設・営業主体としてＪＲ東海を指名。整備費用については、ＪＲ東海の全額
自己負担を前提とする。

既設新幹線開業区間

凡 例＜整備新幹線の整備状況＞ 概算要求額：８２２．５億円

平成24年6月29日

自 負担を前提 する。

新函館

札幌○新函館(仮称)・札幌間 〈211km〉

新青森・新函館間の開業から
概ね20年後

北海道新幹線

整備新幹線開業区間

建設中区間

未着工区間

平成24年6月29日
認可区間

想定完成・開業時期 総事業費

北海道新幹線
（新函館（仮称）・札

幌間）
平成47年度（2035年度） 16,700億円

北陸新幹線
（白山総合車両基地 平成37年度（2025年度） 11 600億円

東北新幹線

八戸
新青森

新函館

平成27年度末完成予定

北陸新幹線

〈149km〉○新青森・新函館(仮称)間

平成２２年１２月開業

平成１４年１２月開業

（白山総合車両基地
（仮称）・敦賀間）

平成37年度（2025年度） 11,600億円

九州新幹線
（武雄温泉・長崎間）

平成34年度（2022年度） 5,000億円

＜中央新幹線の概要＞
税制：新幹線用不動産取得に係る非課税措置の創設

新潟
九州新幹線
（長崎ルート）

○白山総合車両基地(仮称)･敦賀間
盛岡

北陸新幹線

〈240km〉
○長野･白山総合車両基地(仮称)間

〈113km〉

平成26年度末完成予定長野・金沢間の開業から
概ね10年強後

平成１４年１２月開業

東京・大阪間 東京・名古屋間

建設費（億円） 90,300 54,300

税制：新幹線用不動産取得に係る非課税措置の創設
（登録免許税・不動産取得税）【新規】

博多
大宮
東京

〈66km〉
○武雄温泉･長崎間

長野
敦賀

新鳥栖

平成９年１０月開業

武雄温泉

白山総合車両基地
金沢

着工から概ね10年後

大阪

高崎
名古屋 名古屋市附近

赤石山脈（南アルプス）

甲府市附近

東京都

JR東海の想定開業年次 2045年(平成57年) 2027年(平成39年)

新八代

鹿児島中央

平成１６年３月開業

長崎九州新幹線
（鹿児島ルート）

平成２３年３月開業

大阪
奈良市附近

大阪市

赤石山脈（南アルプス）
中南部

環境影響評価実施中
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基幹ネットワークの強化と有効利用

国際競争力の確保や地域の耐災性の確保等に資する基幹ネットワークの強化と有効利用に向けて、以下の施策を推進する。

概算要求 税制要望

道路事業費の内数
社会資本整備総合交付金等の内数

―

国際競争力の確保や地域の耐災性の確保等に資する基幹ネットワ クの強化と有効利用に向けて、以下の施策を推進する。

・首都直下地震等における避難、救援のルート確保や円滑な物流の実現のため、大都市圏環状道路等を整備

・地震、津波発生時に現道が寸断する恐れがある区間について、代替性の確保のための道路ネットワークを整備

・空港、港湾等へのアクセス道路などを含むネットワークに大型車を誘導するとともに、通行支障区間を計画的に解消

・既存の高速道路ネットワークを有効に活用するため、スマートＩＣの整備及びその周辺道路整備の重点支援を実施

○日本再興戦略

第Ⅱ、一、５．③

代替性確保のための道路ネットワークの整備大都市圏環状道路等の整備

整備中の阿南安芸自動車道は、盛土や高架構造となっており、津波による被災
を回避し代替性が確保される。

あなん あき

○圏央道沿線では、開通後、新規
工場の立地面積の伸びは、全国
平均の約３倍となる等、都市圏外
縁部に新たな価値を創出。

＜並行する国道55号の状況＞
・津波浸水想定区域：延長20.4km (約6 割)、
最大浸水深約9m

・豪雨等災害による過去10年間の総通行
規制時間：39時間

津波浸水想定区域

【圏央道の開通と新規工場立地面積（累積）の推移】

スマートIC整備によるネットワークの有効利用

【道央道 輪厚スマートＩＣの事例】

供用中

事業中
調査中

わっつ

津波浸水想定区域

平成25年6月14日現在

70 

80 

90 

100 
全国 圏央道沿線

⼋王⼦ＪＣＴ〜あきる野ＩＣ 開通
（中央道と関越道の連結）

⻘梅ＩＣ〜鶴ヶ島ＪＣＴ 開通
（圏央道初の区間開通）

６５．２
65.2

○輪厚スマートＩＣ開通後、周辺の商工
業者数が約１割増加

○北広島市においては、輪厚スマートＩＣ
開通後、あらたに北広島輪厚工業団地
を計画・造成し、平成２４年９月より販売30 

40 

50 

60 
（圏央道初の区間開通）

３．４倍
3.4倍

を開始

輪厚スマートIC
H21.6 開通
H24交通量 約1,700台/日0 

10 

20 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

全国 １９．２19.2 出典：「工場立地動向調査」
（経済産業省）より作成

※平成６年を1.0とした場合の新規
工場 立地面積（累積）の推移
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ｵｰﾄﾊﾟｲﾛｯﾄｼｽﾃﾑ等のITSの推進や運転支援ｼｽﾃﾑの高度化

○高速道路上の自動運転を実現するオートパイロットシステムの実現に向けた検討や、ITSスポット等から車両の ○日本再興戦略 第Ⅱ. 二.

概算要求 税制要望

下記参照 －

○高速道路上の自動運転を実現するオ トパイロットシステムの実現に向けた検討や、ITSスポット等から車両の
走行データを収集する仕組みを構築し、車両の運行支援や環状道路の有効活用へ向けた検討、スマートフォン
等から得られる位置情報を活用した交通調査の検討を実施する。

○車両単体での運転支援システムや、車と歩行者、車と車の間の通信を利用した運転支援システム等の先進技
術を用いてドライバーの安全運転を支援する先進安全自動車（ASV）の開発・普及を促進することにより、交通事
故死傷者数を低減し 世界 安全な道路交通を実現する

○日本再興戦略 第Ⅱ. 二.
テーマ３.②

○世界最先端IT国家創造宣言
Ⅲ.２.（４）

○科学技術イノベーション総合
戦略 第2章 Ⅲ 3（３） 等故死傷者数を低減し、世界一安全な道路交通を実現する。 戦略 第2章.Ⅲ. 3（３） 等

オートパイロットシステムの実現に向けた検討 車両単体の運転支援システムの普及促進・更なる高度化

○ドライバー異常時対応システム○高速道路上におけるドライバーの運転支援のため、詳細な道路構造データ※の
車両 の提供や 距離標等による車両の位置特定技術を検討

概算要求額：1.2億円
（自動車安全特別会計）

概算要求額：道路事業費の内数

R75

R75

R100

R100

21.00KP
21.05KP

21.10KP

道路構造データ

※自車の制御へも反映

ピピッ！（警告音）
車線を逸脱しています。
※自車の制御へも反映

ドライバーの異常状態を検知して安全に自動車を自動停止
するシステム

モニターカメラ

カメラ撮影範囲

ドライバ の状態を検知

車両への提供や、距離標等による車両の位置特定技術を検討

自車位置

R100

20.95KP

20.90KP

道路構造データを組み込み

距離標

※ これまでに実用化された運転支援システム
・衝突被害軽減ブレーキ ・車線維持支援制御装置
・ＡＣＣ（定速走行・車間距離制御装置）

通信利用型運転支援システムの規格の策定 開発促進

ドライバー

ドライバーの状態を検知

道路構造デ タを組み込み、
自車の位置をより正確に把握

○車車間通信利用運転支援システム

通信利用型運転支援システムの規格の策定、開発促進、
実用化

※ 道路構造データ： 道路中心線、車道（道路端を含む）、区画線、距離標などのデータ

ITSスポット等を活用した

○路車間通信利用運転支援システム
概算要求額：道路事業費の内数

○車車間通信利用運転支援システム
出合い頭時等注意喚起システム

○歩車間通信利用運転支援システム
飛び出し時注意喚起システム

・ITS世界会議東京2013におけるデモの実施
車車間通信シ テム/歩車間通信シ テムを利用

走行経路の確認

○ITSスポット等から
車両の通行データ
を収集する仕組み

・車車間通信システム/歩車間通信システムを利用
した大規模公道実証実験の実施と評価

を収集する仕組み
を構築し、車両の運
行支援や環状道路
の有効活用に向け
た検討等を実施
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国管理空港等の経営改革

地域の実情を踏まえつつ民間の能力を活用した効率的な空港運営を図るため、ＰＦＩ法の公共施設等運営権制度を
活用した空港運営の民間委託等により国管理空港の経営改革を推進し 地域活性化の核となる真に魅力ある空港

○骨太方針第３章３．（２）

概算要求 税制要望

5.5億円 －

活用した空港運営の民間委託等により国管理空港の経営改革を推進し、地域活性化の核となる真に魅力ある空港
の実現を目指す。

法律の概要

【基 】 管 施 等

期待される効果

○民間のノウハウによる非航空系収入の増大と徹底的な効率化・コスト

○日本再興戦略第Ⅱ．一、５

空港運営権者

【基本スキーム】：国管理空港におけるＰＦＩ法の公共施設等運営
権制度の活用

事業契約

（土地等の所有権） （公共施設等運営権）

国土交通大臣 航空会社・利用者

利用契約

縮減

○収益力の改善を原資とした着陸料等の引き下げや需要に応じた戦略
的な空港使用料等の設定

○航空会社・旅客ニーズに的確に対応した動線設定等、施設の利便性
向上

【ＰＦＩ法の特例措置】：対象空港等は地域の実情を踏まえ、

（土地等の所有権） （公共施設等運営権）

適切な空港運営を確保 弾力的な利用料金の設定

向上
○地域と連携した観光振興や空港周辺開発の取り組み

就航路線・便数、旅客数、地域の交流人口の
拡大等による地域活性化

○国土交通大臣は、地域の実情を踏まえ、関係者相互の連携の下
に、地域活力の向上が図られるべきことを基本理念として空港運営
に係る基本方針を策定。

その意見を聴いた上で選定

今後のスケジュール

2013年度
2014 2015 2016

【航空法 空港法等の特例措置】 空港運営権者を適切に監督

○国土交通大臣は、対象空港・事業者等の選定の際には、関係地方
公共団体、関係事業者等により空港ごとに構成されている協議会の
意見を聴取。

2013年度
年度 年度 年度～

概算要求
税制改正要望等

秋 年末
通常
国会公

共
施
設今後10年間の

○空港運営権者による空港運営の安全性､利用者利便の確保のため､
空港保安管理規程の策定､届出及び着陸料等の届出を義務付けると
ともに､国の変更命令の対象とする等､国の監督措置を規定｡

【航空法、空港法等の特例措置】：空港運営権者を適切に監督
設
等
運
営
権
等
の
民

PPP/PFI活用の

ためのアクショ
ンプラン策定

アクションプランに基づく施策の着実な実施

法案 国管理空港等における民間事業者

・仙台空港における
公共施設等運営権
を設定した場合の

仙台空港等における
運営権者に対する

＜国管理空港等＞

○地方管理空港等についても、設置管理者である地方公共団体の判断
により、同様に運営等の民間委託を可能とするため、PFI法、航空法、
空港法の特例措置等の関係規定を整備。

民
間
開
放

法案
成立

国管理空港等における民間事業者へ
の運営委託手法等を具体的に検討

を設定した場合の
運営権者の公募・
選定手続

・仙台空港等におけ
る運営権者の選定

運営権者に対する
業務の引継ぎ及び
運営委託の開始
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高速道路におけるPPPの活用

【首都高速再生】

概算要求 税制要望

道路事業費の内数 －

○首都高速道路の老朽化対策については、民間都市開発と一体的に行うなどPPPの活用
により都市と高速道路の一体的な再生を推進する。

○都市再生プロジェクトと連携した首都高速の再生を進めるため、東京都等関係機関と連携
した検討会を設置し、築地川区間等をモデルケースとして検討を実施する。

○骨太方針第Ⅲ．３．（２）③
○日本再興戦略第Ⅰ.５．（１）⑦、

一．５．②
【地方道路公社の有料道路事業におけるコンセッション方式の活用】
○民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とするコンセッション方式の活用を推

進する。

．５．②

コンセッション方式首都高速再生 方

○ 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共
主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式

ジ

【コンセッション方式とは】（都心環状線の周辺）
虎ノ門ヒルズ

国土交通大臣

許可

運営権の設定（所有権） （運営権）

（イメージ）環状２号線

地方道路公社 民間事業者

利用者

料金

運営権の設定

対価の支払

（所有権） （運営権）
新金橋付近

築地川区間

利用者

○ 建設された道路は無料で一般交通の用に供される「道路無料公開
の原則」。

【現行の道路整備特別措置法の考え方】
（上部空間の高度利用イメージ）

原則」。

○ 一方で、道路の整備を促進するため、借入金により整備し、通行料
金を徴収してその返済に充てる有料道路制度を規定するとともに、
料金の徴収主体を高速道路会社、地方道路公社等に限定している。※高速道路機構が土地の所有権を有してい

る掘割区間
※現況の首都高速都心環状線の土地利

用状況から想定されるケース
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物流産業イノベーションの推進

我が国の経済成長を確実に実現していくためには、産業活動と国民生活の基盤であり、我が国経済社会に
○日本再興戦略 第Ⅱ

概算要求 税制要望

新規1.0億円 －

とって不可欠の構成要素である物流を強い産業構造に改革していくこと（物流産業イノベーション）が必要で
あるため、官民一体となって取組を推進する。

○日本再興戦略 第Ⅱ．
二．テーマ３②

強い産業構造への改革

物流産業イノベーション

物流総合力の見える化の推進（物流KPIの導入促進） 北東アジア物流情報サービスネット 電子商取引物流（EC物流）

強い産業構造 の改革

物流総合力 見 る化 推進（物流 導入促進）
ワーク（NEAL-NET）のASEAN諸国
等への展開等の検討・物流事業者において設定す

べき標準的な指標を検討。

・物流事業が効果的に実施さ
A社 B社

・NEAL-NETのASEAN諸国等への展
開等に向けた協議に備え、ASEAN諸
国等との物流情報のネットワーク化に

における3PLサービス化の
推進

・EC物流に対応したガイドラインを
策定。
多数の物流事業者 荷主企業等が

物流事業が効果的に実施さ
れているか診断する仕組み
を検討。

・物流人材育成のあり方につ
いて検討

○回転 関するニーズの詳細等について調査・
検討。

P
物流KPI

診断 診断

・多数の物流事業者・荷主企業等が
共通して活用可能な物流情報シス
テム共通プラットフォームの構築を
検討。

受発注管理 倉庫管理 運送管理

NEAL-NET
(North-East Asia  Logistics
Information Service Network)

いて検討。

・物流事業者の認証制度の創
設について検討。

物流結節点 物流

P

D

C

A 物流KPIに基づ
くPDCAの実践

共通プラットフォーム

システム

（ECサイト）

ソフトA

ソフトB

・・・

システム

（ＷＭＳ）

ソフトP

ソフトQ

・・・

システム

（ＴＭＳ）

ソフトX

ソフトY

・・・

クラウド・物流結節点への物流KPIの
導入を検討。

C診断
診断

人材育成 認証

ＥＣサイト：受注管理システム
ＷＭＳ：ウェアハウス･マネジメント･システム
ＴＭＳ ：トランスポーテーション･マネジメントシステム

クラウド東京港

船積み:○月○日○時○分

行政物流事業者 荷主
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中古住宅流通・リフォーム促進等の住宅・不動産流通市場活性化

○骨太方針 第２章４ (1)

概算要求 税制要望

新規・拡充
82.1億円

中古住宅流通・リフォーム市場の活性化
のための特例措置の創設・適用要件の

合理化
（所得税・登免税・不取税等）中古住宅流通・リフォームを促進し、住宅・不動産流通市場の活性化を図るため、既存住宅のインスペクション（検査）や長期

優良住宅化に対する支援により中古住宅の質に対する不安の解消を図るとともに 不動産に係る情報を集約するシステムの

■ 適切な建物評価手法の未確立に起因する市場の失敗が存在

③建物評価手法の改善とその流通 金融市場等 の定着が必要

○骨太方針 第２章４．(1)
○日本再興戦略 第Ⅱ．
一． ５．④、二．テーマ１③

①質に対する不安を解消する検査（ｲﾝｽﾍﾟｸｼ ﾝ）と表示（長期優良住宅化）

■ 耐震性や断熱性能の低い住宅が多数存在。

優良住宅化に対する支援により中古住宅の質に対する不安の解消を図るとともに、不動産に係る情報を集約するシステムの
構築、消費者への情報提供等に係る先進的取組の支援等により、中古住宅の取引環境を整備する。併せて、適切な建物評
価手法の定着を図るため、中古住宅・リフォーム市場と金融の連携強化を図る。

【流通市場】
取引が成立しない

③建物評価手法の改善とその流通・金融市場等への定着が必要

取組が作用
する箇所ⅰ:インスペクションの普及・支援等 ⅱ:長期優良住宅化に対する支援等

【既存住宅の検査、評価・表示等によ
る現況把握】

【住宅ストックの質の向上】

①質に対する不安を解消する検査（ｲﾝｽﾍ ｸｼｮﾝ）と表示（長期優良住宅化）
に対する支援が必要

木造戸建ては約20年で価
値ゼロという「常識」

【リフォーム市場】

リフォームが価値に反映さ
れず リフォ ムをするイ

【担保評価】

リフォーム、使用実態に応
じた適切な評価がなされ

• 耐震改修
• 省エネルギー改修

等

・性能向上リフォームや住宅履歴情報の整
備を促進

・インスペクターの育成
・瑕疵保険等との連携

る現況把握】

あわせて、既存住宅の売買やリフォー

築年数のみによらず物件の使用価値を反映する

ⅰ:建物評価手法の改善

れず、リフォームをするイ
ンセンティブがない。

じた適切な評価がなされ
ない。

あわせて、既存住宅の性能評価・表示の
充実（省エネ性能に関する項目追加等）

ⅲ：買取再販や取得後リフォームにおける税制優遇措置

あわせて、既存住宅の売買やリフォ
ムに対する保証・保険の提供（保険商
品の充実）

・買取再販事業者が不動産を取得する際の流通税の軽減を検討

●民間金融機関 不動産事業者 住宅金融支援機構等

「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル（仮称）」を開催

ⅱ:住宅金融市場等へのアプローチ

新たな建物評価手法の構築、普及・浸透を図る

ⅰ 不動産関係情報を集約するシステムの構築

②消費者への情報提供の充実が必要

・買取再販事業者が不動産を取得する際の流通税の軽減を検討
・一定の質向上を伴うリフォームが住宅取得後に行われる場合、売主による情報提供

のインセンティブを付与しつつ、住宅ローン減税等の適用対象とすることを検討

ⅱ:消費者への情報提供等に係る ●民間金融機関、不動産事業者、住宅金融支援機構等
による中古住宅流通市場関係者にて情報交換等

中古住宅・リフォーム市場と金融との連携強化

改善された建物評価手法の不動産市場・金融市場における定着
（DCF法 検 質 向 担保 価

ⅰ:不動産関係情報を集約するシステムの構築

不動産取引に必要な情報を効率的に集約・管理し、消費者が求
める情報を適時適切に提供できる不動産情報システムを整備 既存住宅取引においては、一般消

費者である売主・買主に、様々な関
連制度の活用や物件に係る多様な
情報に基づく判断が求められる

ⅱ:消費者への情報提供等に係る
先進的 取組の支援

＜システムのイメージ＞

不動産流通市場
情報ストックシステム

レインズ

物件取引情報
（フロ ）の管理

情報登録（インプット） 情報利活用（アウトプット）

（DCF法による検証、リフォームによる質の向上の担保評価への反
映等）

改善された建物評価、中古住宅流通市場の活性化による新たな
金融商品の登場（リバースモーゲージ、リフォームローン等）

情報に基づく判断が求められる

消費者に対し、取引に係る多様な
情報を適切に提供し幅広い提案を
行う等の宅建業者による先進的
サービスや人材の育成を支援

ストック情報の蓄積

宅建業者

（フロー）の管理

消費者

【情報保有機関】

・レインズ
・登記所
・自治体
・国土交通省
・インフラ提供機関
・民間サイト

など

データ項目

動的情報 登記情報

取引履歴情報（レインズ成
約情報等）

静的情報 用途地域等都市計画情報

周辺の価格情報（地価公示、
取引価格情報等）

周辺環境に関する情報

（ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ、公共施設、交
通条件等）

利便施設情報
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税制上の措置・給付措置による消費税引上げへの対応及び融資による住宅取得支援
○日本再興戦略
第Ⅱ．一．５． ④

概算要求 税制要望

下記参照 住宅ローン減税
の延長・拡充（所
得税・個人住民
税）（H25改正）

住宅ローン減税の拡充とあわせて給付措置を実施し、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。

・前回消費税率引上げ時は、駆込み需要とその反動減で、
住宅着工が大幅に落ち込み

・消費税率の引上げによる住宅取得者の負担を軽減するた

め 平成２６年度より住宅ロ ン減税を拡充（措置済み）

【消費増税額と追加ローン減税額】

経済への影響 住宅ローン減税の拡充

平成25年度税制改正大綱（抜粋）
（平成２５年１月２４日、自由民主党・公明党）

・所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措

住宅着工が大幅に落ち込み め、平成２６年度より住宅ローン減税を拡充（措置済み）

現行 改正後

入居年 H25～H26.3 H26.4～H29.12

最大控除額
200万円
(300万円)

400400万円万円
(500500万円万円)

金
額

消費税増税額

追加住宅ローン減税額

所得税 個 住民税 住 減税 拡充措
置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、
良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切
な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行
う平成29年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住
宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。

( 万円) ( 万円万円)

住民税からの
控除限度額

9.75万円
【前年課税所得×5％】

13.6513.65万円万円
【前年課税所得×77％％】

※１ （ ） 内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合
※２ 改正後の措置は消費税率が８％又は１０％の場合に限って適用

収入

（３％、５％分）

低収入層は住宅ローン
減税の拡充効果が限定的

消費税の引上げが行われた場合に実施する住宅取得に係る給付措置の取扱いについては、予算編成過程で検討する。

・平成２５年６月２６日、与党（自民党・公明党）で給付措置の具体的な内容について合意。（政府としては、消費税引上げの判断も踏まえつつ、最終的な調整を進める。）

収入

【消費税率１０％時】１ 給付額 ２ 給付対象 （新築住宅の場合）
収入額の目安 給付額

４５０万円以下 ５０万円

４５０万円超５２５万円以下 ４０万円

５２５万円超６００万円以下 ３０万円

６００万円超６７５万円以下 ２０万円

収入額の目安 給付額

４２５万円以下 ３０万円

４２５万円超４７５万円以下 ２０万円

【消費税率８％時】

１．給付額 ２．給付対象 （新築住宅の場合）

・床面積５０㎡以上の住宅
・施工中等に検査を実施し、一定の品質が確認された住宅

＜現金購入の場合の追加要件＞
・５０才以上で６５０万円以下の収入額（目安）の者が取得する住宅
省 ネ ギ 性 優れた住宅など 定 性能を満たす住宅

６７５万円超７７５万円以下 １０万円４７５万円超５１０万円以下 １０万円 ・省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を満たす住宅
※ 中古住宅の場合、別途要件あり

融資による支援により、良質な住宅ストックの形成を図る。 概算要求額：268.7億円

○ 耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅の取得に係る融資金利の引下げを実施
○ フラット３５（買取型）における融資率上限（９割）の引上げを検討

住宅金融支援機構の取組
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国際基準等を踏まえた不動産の評価基準や価格指数の整備

○ 国際基準や多様なニーズ等を踏まえた不動産の評価基準の見直しを行うとともに、鑑定評価への信頼性の向上を図るた
めの環境整備に向けた課題を検討する

○骨太方針
第２章４ （１）

概算要求 税制要望

下記参照 －

めの環境整備に向けた課題を検討する。
○ 国際指針を基に作成され、ＩＭＦ等への報告が必要な不動産価格指数（住宅）を改善及び本格運用へ移行するとともに、

不動産価格指数（商業用不動産）を開発・整備する。

第２章４．（１）
○日本再興戦略

第Ⅱ．一．５．④

【国際基準等を踏まえた不動産の評価基準の見直し】 【国際指針に基づく不動産価格指数（住宅・商業用不動産）の整備】

概算 求額 億 【拡充】 概算 求額 億 【拡充】◆現状と課題

≪国際化への対応≫
海外投資家による不動産投資が増える中、不動産市場の更なる

活性化を実現するためには、その土台となる鑑定評価について国際

◆現状と課題

近年の金融危機では、不動産価格の変動とマクロ経済への影響を
的確に把握できず、経済停滞を招いたとの反省から、IMF等が作成した

≪不動産価格の変動に対する的確なマクロ政策の発動に資する指標≫

概算要求額：0.2億円【拡充】 概算要求額：2.0億円【拡充】

基準等との整合性を図ることが必要。
我が国企業がアジア等の諸外国で取得する不動産を鑑定する機

会が増えることが見込まれるため、特に海外投資不動産鑑定評価ガ
イドライン等について見直しが必要。

的確に把握できず、経済停滞を招 たとの反省から、 等が作成した
国際指針（住宅）に基づき、G20が順次指数を整備・公表。日本は2012
年８月に試験運用開始。

商業用不動産の国際指針も2014年中に最終稿が公表予定であり、
日本銀行や金融庁等と連携し、新たに指数の開発・整備を進める必要。

本指数はＩＭＦの金融健全性指標（ＦＳＩ）に指定され 国際機関への
≪評価への信頼性の向上≫

不動産鑑定の評価対象が多様化し、評価方法も複雑化・高度化す
る中、不動産市場の更なる活性化を実現するためには、不動産の適
正な価格形成を担う鑑定評価の信頼性を高め、不動産鑑定士の質
の向上等により、市場の信頼性・透明性の向上を図ることが不可欠。

本指数はＩＭＦの金融健全性指標（ＦＳＩ）に指定され、国際機関への
報告が必要。

≪不動産市場の透明性の向上≫ 

国際的に比較可能な不動産価格
指数を整備し 透明性 客観性の

★具体的な取組

の向上等により、市場の信頼性 透明性の向上を図ることが不可欠。

○ 国際基準や多様なニーズ等を踏まえた不動産鑑定評価基準、海
★具体的な取組

主要各国の不動産価格指数（住宅）比較

指数を整備し、透明性・客観性の

高い市場を実現する必要。

外投資不動産鑑定評価ガイドライン等の見直し（2013、2014年度）

○ 国際基準を巡る今後の動向や市場ニーズ等に対応しうる不動産
鑑定評価を行うための課題検討やこれに応じた評価の精度・信頼性
を確保するための環境整備に向けた調査検討を実施（2014年度～）

○ 不動産価格指数（住宅）については、平成２６年度中の本格運用に
向け、推計方法の改善及び体制の構築等を実施。（2013年度～）

○ 不動産価格指数（商業用不動産）については、国際指針の動向を踏
まえつつ、新たに開発・整備。（2014年度～）

国際基準等を踏まえた不動産の評価基準の見直し、国際指針に基づく不動産価格指数の整備により、
市場の透明性・客観性を高め、不動産市場の拡大・活性化を実現する。
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不動産投資市場の整備・海外からの不動産投資の促進

○不動産証券化手法等の活用による都市再生を促進する。 ○骨太方針第2章1(1)④・4(1)

概算要求 税制要望

下記参照 －

○高齢者向け住宅等のヘルスケア施設の資金調達手法拡大のためヘルスケアリートをはじめとするリートを活用する。
○海外からの不動産投資の促進のため我が国不動産市場に関する情報発信を推進する。

④
○日本再興戦略第Ⅱ．一．６．④ 、Ⅱ．一．５．④、

Ⅱ．二．テーマ１．③、Ⅱ．二．テーマ４．②

● 不動産特定共同事業の活用による不動産再生

【不動産特定共同事業法の 部を改正する法律（H25 6成立）】

● 耐震・環境不動産形成促進事業
（H24補正予算、国土交通省300億円、環境省50億円で創設）

概算要求額：0.7億円【新規】

【不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（H25.6成立）】 （ 補正予算、国 交通省 億円、環境省 億円で創設）

○ 地域金融機関等とのパートナー協定による協力関係構築
○ 積極的な活用を促すため、全国各地で事業説明会

配当 LP出資

基金
国費

国

GP出資

基金設置法人

【現行の不動産特定共同事業の仕組み】 【新たに追加された仕組み】

・・・ 許可制
不動産特定共同事業者

（デベロッパー等）
ＳＰＣ

（特別目的会社）
・・・ 届出制に緩和

不動産の保有･

取引・管理

不動産の保有

官民ファンド官民ファンド

配当・売却益

配当

出資等

LP出資

官民ファンドLPS
（投資事業有限責任組合）

【特定目的会社等】
耐震・環境不動産に関わる事業（改修・建替え・開発）

投資家のリスク
選好に応じた

GP出資

ファンド・マネージャ－

プロ投資家

不動産特定共同事業者
（ＳＰＣから業務委託）

プロ投資家

・・・ 許可制を堅持
＜監督強化＞

法改正による
規制緩和 不動産の取引・管理

○ 不動産特定共同事業者及び特例事業者に対する適切な監督
○ 改正不特事業に係るガイドラインの作成と普及啓発

更地老朽不動産

【企業・個人・年金】

売却 売却

【私募リート】

資金
（出資、融資）

【Ｊリート】

売却

プロ投資家は、デベロッパー等の他事業によ
る倒産リスクも負うことから投資を忌避する
傾向

投資家のリスクは、投資対象となる不動産に係
るもののみとなり、投資が促進される

○ 改正不特事業に係るガイドラインの作成と普及啓発
○ 全国で窓口相談・支援モデル事業を実施することにより不動産証券化手法を活用した

不動産再生事業の核となる地域の人材を育成

本スキームによる約5兆円を含め、約7兆円の新たな投資、約8兆円の生産波及効果、約44万
人の雇用誘発効果が見込まれる（今後10年間）

● 海外からの不動産投資の促進

○ 情報発信力の強化
① 外国投資家のニーズ把握
② 業界を挙げた情報発信戦略会議による情報発信

‥我が国不動産市場に関する情報について、国・業界の役割分担

概算要求額：0.4億円【新規】

人の雇用誘発効果が見込まれる（今後10年間）

● ヘルスケアリート等の活用に向けた環境整備
社会的ニーズの高いヘルスケア施設（高齢者住宅、有料老人ホーム等）の整備を証券化を通

じて実現
① リートの高齢者向け住宅等の取得・運用に関するガイドラインの検討整備

や国際会議等への参加戦略等を検討
‥日本の法制度・商慣行等について、外国人投資家向けに整理

○ 日本のプレゼンスの拡大
① 日本政府・企業ホームページへの情報掲載や企業の商談での活用

‥日本の法制度・商慣行等の外国語による情報発信

概算要求額：0.7億円【新規】

‥ リートが高齢者向け住宅等の取得・運用をする際の留意点等の整理、モデル事例の
紹介等

② 地域の公益的施設・ＰＲＥに係るリート活用のあり方検討
‥地域包括ケアやコンパクトシティに資する高齢者向け住宅等の地域公的施設や、地方
公共団体所有の公的不動産（ＰＲＥ）に係るリー トの活用方策の検討

② 国際会議等への参加を通じたPR
‥海外の国際会議等への積極参加を推進するとともに、不動産関
係の国際会議の誘致を促進

③ インフラツーリズムの活用
‥海外投資家等を対象としたインフラ産業観光の取組を推進
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